
小須戸商工会 TEL 38-2560 FAX 38-2027      R6.4.1 

国の制度で、安全・確実・有利な中小企業退職金共済制度に加入しませんか？（詳しくは商工会へ） 

第
六
十
四
回
小
須
戸
商
工
会
通
常
総
会

は
ᵧ
次
の
日
程
に
て
開
催
予
定
で
す
ᵨ
後

日
ᵧ
正
式
に
ご
案
内
い
た
し
ま
す
ᵨ 

多
く
の
会
員
の
皆
様
の
ご
出
席
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
ᵨ 

䣗
日
時
䣘
五
月
十
五
日
䥹
水
䥺 

䣗
会
場
䣘
小
須
戸
商
工
会
館 

三
階 

䣗
懇
親
会
䣘
山
勢 

 

※
開
催
時
間
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
䣍

追
䣬
て
来
月
号
の
か
わ
ら
版
で
再
度

連
絡
い
た
し
ま
す
䣎 

ᵭ
令
和
六
年
度
税
制
改
正
の
大
綱
ᵮɕ
令

和
五
年
十
二
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
ᶞ
に

お
い
て
税
制
改
正
の
内
容
が
決
定
さ
れ
ᵧ

大
綱
に
沿
ᵻ
た
改
正
法
案
が
成
立
し
た
場

合
ᵧ
令
和
六
年
分
所
得
税
等
に
つ
い
て
定

額
に
よ
る
特
別
減
税
ᶝ
定
額
減
税
ᶞ
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
ᵨ 

ᵱ
目
的
ᵲ 

長
く
続
く
デ
フ
レ
を
脱
却
し
ᵧ
賃
金
上

昇
と
相
ま
ᵻ
て
ᵧ
国
民
所
得
の
伸
び
が
物

価
上
昇
を
上
回
る
状
況
を
つ
く
り
ᵧ
デ
フ

レ
マ
イ
ン
ド
の
払
拭
と
好
循
環
の
実
現
に

繋
げ
て
い
く
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
す
ᵨ 

劭
対
象
者
劮 

所
得
税 

 

令
和
六
年
分
の
所
得
税
に
係
る
合
計

所
得
金
額
が
一
ᵧ
八
〇
五
万
円
以
下
の

居
住
者 

住
民
税 

 

令
和
六
年
度
分
ᶝ
※
ᶞ
の
住
民
税
に
係

る
合
計
所
得
金
額
が
一
ᵧ
八
〇
五
万
円

以
下
の
納
税
義
務
者 

※
個
人
住
民
税
は
前
年
の
所
得
に
対
し

て
課
税
さ
れ
る
た
め
ᵧ
令
和
五
年
分
の

所
得
金
額
に
よ
り
判
定 

 

給
与
所
得
の
み
の
場
合
ᵧ
給
与
収
入

ᶝ
賞
与
含
む
ᶞ
が
二
千
万
円
以
下
の
場

合
に
対
象 

劭
減
税
さ
れ
る
金
額
劮 

所
得
税 

 

本
人
三
万
円
＋
同
一
生
計
配
偶
者
ま

た
は
扶
養
親
族
ᶝ
※
ᶞ×

三
万
円 

住
民
税 

 

本
人
一
万
円
＋
同
一
生
計
配
偶
者
ま

た
は
扶
養
親
族
ᶝ
※
ᶞ×

一
万
円 

※
所
得
税
は
非
居
住
者
ᵧ
住
民
税
は
国
外

住
居
者
を
除
く 

た
だ
し
ᵧ
そ
の
合
計
額
が
そ
の
人
の
税

額
を
超
え
る
場
合
は
ᵧ
そ
の
税
額
が
限

度
と
な
り
ま
す
ᵨ
ま
た
住
民
税
の
控
除

対
象
配
偶
者
を
除
く
同
一
生
計
配
偶

者
に
対
す
る
特
別
控
除
は
令
和
七
年

分
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
さ
れ
ま

す
ᵨ 

劭
減
税
の
実
施
時
期
劮 

◆
給
与
所
得
者
の
場
合 

所
得
税 

 

給
与
所
得
者
の
場
合
ᵧ
令
和
六
年
六
月

一
日
以
後
最
初
に
支
払
を
受
け
る
給

与
等
の
源
泉
徴
収
税
額
か
ら
特
別
控

除
の
額
に
相
当
す
る
金
額
が
控
除
さ

れ
ま
す
ᵨ
控
除
し
き
れ
な
い
部
分
は
ᵧ

そ
の
後
に
支
払
を
受
け
る
給
与
等
の

源
泉
徴
収
税
額
か
ら
順
次
控
除
さ
れ

ま
す
ᵨ 

住
民
税 

 

令
和
六
年
六
月
の
給
与
に
係
る
住
民

税
の
特
別
徴
収
を
行
わ
ず
ᵧ
七
月
が
ら

翌
年
五
月
ま
で
の
間
で
ᵧ
特
別
控
除
の

額
を
控
除
し
た
後
の
個
人
住
民
税
の

額
の
十
一
分
の
一
が
毎
月
徴
収
さ
れ

ま
す
ᵨ 

◆
事
業
所
得
者
の
場
合 

所
得
税 

 

令
和
六
年
分
の
所
得
税
に
係
る
第
一 

 

期
分
予
定
納
税
額
ᶝ
七
月
ᶞ
か
ら
本
人

分
に
係
る
特
別
控
除
の
額
に
相
当
す

る
金
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
ᵨ
第
一
期
分

予
定
納
税
額
で
控
除
し
き
れ
な
い
部

分
の
金
額
は
ᵧ
第
二
期
予
定
納
税
額

ᶝ
十
一
月
ᶞ
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
ᵨ 

最
終
的
に
は
確
定
申
告
す
る
こ
と
に

よ
ᵻ
て
ᵧ
す
べ
て
の
特
別
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
ᵨ 

住
民
税 

令
和
六
年
度
分
の
個
人
住
民
税
ᶝ
普
通

徴
収
ᶞ
に
係
る
第
一
期
分
の
納
付
額
か

ら
特
別
控
除
の
額
に
相
当
す
る
金
額

が
控
除
さ
れ
ま
す
ᵨ
第
一
期
分
で
控
除

し
き
れ
な
い
部
分
の
金
額
は
ᵧ
第
二
期

分
以
降
の
納
付
額
か
ら
順
次
控
除
さ

れ
ま
す
ᵨ 

◆
年
金
所
得
者
の
場
合 

４月の 

花 
 

さくら 
 
 

商
工
こ
す
ど 

か
わ
ら
版 

第 2８６号 

小須戸 

商工会 

  

ᶨ
第
六
十
四
回
通
常
総
会 

開
催
予
定
の
お
知
ら
せ
ᶨ

ᶨ
特
別
減
税
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
ᶨ 
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所
得
税 

令
和
六
年
六
月
一
日
以
後
最
初
に
支

払
を
受
け
る
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴

収
税
額
か
ら
特
別
控
除
の
額
に
相
当

す
る
金
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
ᵨ
控
除
し

き
れ
な
い
部
分
は
ᵧ
そ
れ
以
降
に
支
払

を
受
け
る
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

税
額
か
ら
順
次
控
除
さ
れ
ま
す
ᵨ 

住
民
税 

令
和
六
年
十
月
一
日
以
後
最
初
に
支

払
を
受
け
る
公
的
年
金
等
の
特
別
徴

収
税
額
か
ら
特
別
控
除
の
額
に
相
当

す
る
金
額
が
控
除
さ
れ
ま
す
ᵨ
控
除
し

き
れ
な
い
部
分
は
ᵧ
令
和
六
年
度
中
の

各
月
分
特
別
徴
収
税
額
か
ら
順
次
控

除
さ
れ
ま
す
ᵨ 

新
津
税
務
署
で
は
ᵧ
特
別
減
税
実
施
に

当
た
り
ᵧ
源
泉
徴
収
義
務
者
の
皆
様
に
制

度
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
き
ᵧ
必
要
な

準
備
を
進
め
て
い
た
だ
く
た
め
ᵧ
定
額
減

税
説
明
会
を
下
記
の
と
お
り
開
催
し
ま
す

の
で
ᵧ
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
参
加
く
だ
さ

い
ᵨ
お
申
込
み
は
ᵧ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
に
よ
る
事
前

予
約
制
と
な
ᵻ
て
い
ま
す
の
で
ᵧ
下
段
表

内
の
方
法
に
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
ᵨ 

                           

※
会
場
へ
の
入
場
時
に
ᵭ
申
込
完
了
ᵮ
画
面

の
確
認
が
あ
り
ま
す
ᵨ 

䣗
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
䣘 

䣗
説
明
会
の
主
な
内
容
䣘 

Ｄ
Ｖ
Ｄ
上
映
を
中
心
に
制
度
の
概
要
及

び
事
務
手
続
を
説
明
し
ま
す
ᵭρ
特
設
サ
イ

ト
ᵮ
に
お
い
て
も
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
同
じ
内
容
の

動
画
を
配
信
し
て
い
ま
す
の
で
ᵧ
パ
ソ
コ

ン
や
ス
マ
ᶌ
ト
フ
ᶄ
ン
で 

も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
ᵨ 

ᵱ
お
問
合
せ
先
ᵲ 

新
津
税
務
署 

法
人
課
税
部
門 

 ፥፦፧፨፩
〇
二
五
〇‐

二
二‐

二
一
七
一 

商
工
会
に
ᵭ
労
働
保
険
ᵮ
の
事
務
委
託

を
さ
れ
て
い
る
会
員
事
業
所
に
お
か
れ
ま

し
て
は
ᵧ
前
年
度
保
険
料
の
確
定
精
算
と

次
年
度
概
算
保
険
料
算
定
の
た
め
の
ᵭ
年

度
更
新
ᵮ
手
続
き
が
必
要
で
す
ᵨ 

労
働
保
険
の
保
険
料
計
算
は
ᵧ
令
和
五

年
四
月
か
ら
令
和
六
年
三
月
ま
で
の
一
年

間
に
従
業
員
に
対
し
支
払
ᵻ
た
賃
金
額
や
ᵧ

建
設
業
の
労
災
保
険
に
つ
い
て
は
同
期
間

に
完
了
し
た
元
請
工
事
金
額
に
基
づ
い
て 

算
定
し
ᵧ
保
険
料
を
精
算
・
納
付
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
ᵨ 

ᵭ
年
度
更
新
ᵮ
の
ご
案
内
文
書
を
ご
確

認
い
た
だ
き
ᵧ
期
限
ま
で
に
関
係
書
類
の

提
出
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
ᵨ 

䣗
提
出
期
限
䣘 

令
和
六
年
四
月
十
九
日
䥹
金
䥺 

令
和
六
年
度
ᶝ
令
和
六
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
ᶞ
の
雇

用
保
険
料
率
に
つ
い
て
ᵧ
令
和
五
年
度
か

ら
料
率
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
ᵨ 

税
務
署
か
ら
の
特
別
減
税
ᶝ
源
泉 

所
得
税
関
係
ᶞ
説
明
会
の
ご
案
内

ᵭ
労
働
保
険
ᵮ
年
度
更
新
の
お
願
い 

令
和
六
年
度 

 

雇
用
保
険
料
率
の
お
知
ら
せ 

事業の区分 
①被保険者 

負担分 

②事業主 

負担分 

①＋② 

保険料率 

一 般 の 事 業 ６／1,000 9.5／1,000 15.5／1,000 

農林水産・清

酒製造の事業 
７／1,000 10.5／1,000 17.5／1,000 

建 設 の 事 業 ７／1,000 11.5／1,000 18.5／1,000 

 

雇用保険料率 令和６年４月～令和７年３月 


